
様式第１号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

1 個人情報ファイルの名称 生活移動手段支援金台帳

2 行政機関等の名称 大牟田市長

3

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称

市民部市民生活課

電話番号（０９４４）４１―２６０１ 内線（３４１１）

4
個人情報ファイルの利用

目的
生活移動手段支援金の給付実績の確認のため

5 記録項目

1整理番号、2受理日、3宛名番号、4申請者氏名、5郵便

番号、6申請者住所、7申請者生年月日、8申請者連絡先、

9使用者、10 申請者との続柄、11 車種区分、12車両ナン

バー、13 廃車の有無、14 車体番号、15 車検の有効期限、

16 所有者、17 現在の車両状態、18 車両異動日、19 自家

用・事業用の別、20 解体のみの車両の状態、21被害車両

証明書、22 全損証明書、23証明書発行元、24受取方法、

25 金融機関名、26 支店名、27 口座番号、28 口座名義、29

提出方法

6 記録範囲 生活移動手段支援金の給付対象者

7 記録情報の収集方法
本人からの申請書、住民基本台帳、九州運輸局 福岡陸

運支局、軽自動車検査協会への照会

8 要配慮個人情報の有無 ☐ 含む þ 含まない

9
条例要配慮個人情報の

有無
☐ 含む þ 含まない

10 記録情報の経常的提供先

☐ 有 þ 無

11
開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地

名 称 企画総務部総務課

所在地
〒836-8666

福岡県大牟田市有明町２丁目３番地

12

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等

☐ 有 þ 無

13 個人情報ファイルの種別

þ法第 60条第 2項第 1号
（電算処理ファイル）

☐法第 60条第 2項第 2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第 7項に該当するファイル
☐ 有 þ 無



14

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨

15

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地

16
行政機関等匿名加工情報

の概要

17

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地

18

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間

19 備考 給付事務は令和２年度に終了



様式第１号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

1 個人情報ファイルの名称 特別定額給付金台帳

2 行政機関等の名称 大牟田市長

3

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称

市民部市民生活課

電話番号（０９４４）４１―２６０１ 内線（３４１１）

4
個人情報ファイルの利用

目的
特別定額給付金の給付実績の確認のため。

5 記録項目

1宛名番号、2台帳番号、3世帯番号、4住民区分、5住

民日、6住民届出日、7住定日、8氏名、9郵便番号、10

住所、11生年月日、12世帯主氏名、13 性別、14続柄、

15 異動事由、16 異動日、17 異動届出日、18増減事由、

19 増減異動日、20記載順位、21DV 施設入所区分、22受

付年月日、23整理番号、24支払方法、25 申請方法、26

申請者区分、27 支給対象者、28請求額、29 決定区分、

30 決定日、31却下理由区分、32 給付決定通知日、33給

付決定金額、34 給付予定日、35給付年月日、36 申請書

発送日、37 発送時死亡者フラグ、38受付状況、39 申請

辞退フラグ、40 銀行名、41支店名、42 預金種別、43口

座番号、44 口座名義人

6 記録範囲 特別定額給付金の給付対象者

7 記録情報の収集方法 住民基本台帳からの抽出及び本人からの申請書

8 要配慮個人情報の有無 ☐ 含む þ 含まない

9
条例要配慮個人情報の

有無
☐ 含む þ 含まない

10 記録情報の経常的提供先

☐ 有 þ 無

11
開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地

名 称 企画総務部総務課

所在地
〒836-8666

福岡県大牟田市有明町２丁目３番地

12

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等

☐ 有 þ 無

13 個人情報ファイルの種別

þ法第 60条第 2項第 1号
（電算処理ファイル）

☐法第 60条第 2項第 2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第 7項に該当するファイル
☐ 有 þ 無



14

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨

15

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地

16
行政機関等匿名加工情報

の概要

17

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地

18

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間

19 備考 給付事務は令和２年度に終了。


